　
アメリカのベネズエラに対する主権侵害・国際法違反の
武力行使に断固抗議する（声明）

アメリカ・トランプ政権は2026年1月3日、ベネズエラを武力攻撃し、マドゥロ大統領とその妻を拉致・拘束し、アメリカ国内へ強制移送した。
世界は、1928年パリ不戦条約から1945年国連憲章と、戦争を『違法化』する仕組みを積み上げてきた。現在国連憲章のもとで武力行使が許されるのは ①侵略に対する自衛権の行使（但し、国連が集団安全保障による措置をとるまでの間） ②国連自身が軍事的行動を起こす場合 ③安保理決議によって容認・授権された場合 の３つの例外のみである。今回のアメリカのベネズエラに対する武力行使はこの３つのどれにもあてはまらない。
アメリカがいくら「麻薬撲滅のための法(逮捕状)執行だ。」と強弁しようとも、ベネズエラに対する武力行使・大統領の拉致・移送は明らかな国際法違反の「戦争犯罪」である。
　ベネズエラのマドゥロ政権は、人権侵害や国内政治と経済の混乱など批判されるべき点もあることだろう。しかし、ベネズエラのことはベネズエラ国民が決めることであり、アメリカが単独で「軍事的解決」しようとすることは断じて許されない。アメリカ・トランプ政権の、まるで国際法を嘲笑うかのような行為に怒りを覚える。この間の、ロシアのウクライナ侵略・イスラエルのパレスチナへのジェノサイドなどは、国際社会が積み上げてきた「戦争違法化」＝戦争をしない仕組みを全く無視する行動をやめさせる有効な手立てがないことに焦燥感・無力感を感じる。しかし、戦争をしない世界を実現していくためには、国連を中心とした国際社会の大きな平和行動が求められている。
　ぎふ平和のつどい実行委員会は、いまこそ日本国憲法第9条の「戦争放棄」の精神を世界に広めてゆくために行動することを決意する。その第一歩として、日本政府に対して以下のことを強く求める。
　　　　　　　　　　　　　記
・今回のベネズエラへの武力行使に対してアメリカ政府に、軍事行動の停止及びベネズエラ国民の民族自決権の尊重と国際法の遵守を求める声明を、日本政府は早急に発すること。

2026年1月19日　
ぎふ平和のつどい実行委員会
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